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日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の原子炉施設（ＳＴＡＣＹ）

の棒状燃料貯蔵設備Ⅱの先行使用に係る手続きについて 
 
 

令和元年１０月１６日 
原子力規制庁 

 

１．背景  

平成３０年１２月１９日の第５０回原子力規制委員会において、事業許可又は設置

許可を受けた核燃料施設等について、一部の施設を先行して使用する場合の手続きが

了承された。具体的には、申請者が先行使用する必要性、施設の独立性及び適合すべ

き技術基準の範囲を記載した設計及び工事の方法の認可の申請（以下「設工認申請」

という。）を行い、原子力規制委員会が(a)当該施設を先行して使用することの適切性

を判断し、(b)当該施設において適用する技術基準の範囲を決定することとなった。

（参考１参照） 

今般、原子力規制庁は、平成３１年４月１６日に日本原子力研究開発機構から原子

力科学研究所の原子炉施設（ＳＴＡＣＹ）の棒状燃料貯蔵設備Ⅱの製作及び先行使用

に係る設工認申請を受理（令和元年６月２８日、８月２日一部補正）したことから、

棒状燃料貯蔵設備Ⅱの先行使用について、原子力規制委員会に上記の(a)及び(b)につ

いて諮るものである。 

なお、ＳＴＡＣＹの設工認申請に係る分割申請の全体像を表１に示す。 

 

２．先行使用に当たっての確認事項  

 申請者は、棒状燃料貯蔵設備Ⅱ及び関連設備（表２参照）を先行使用するに当たり、

以下のとおり先行使用することの適切性及び適用する技術基準の範囲について、当該

設工認申請において記述している。 

 
(a)当該施設の先行使用することの適切性 

○当該施設の先行使用することの必要性 

ＳＴＡＣＹにおいては、炉心の改造及びＴＲＡＣＹとの系統隔離措置と平行し

て新規制基準対応を行っているが、改造後の炉心の性能検査に先立ち、使用する

新ウラン棒状燃料を受入れて点検、貯蔵する必要がある。このため、新ウラン棒

状燃料を貯蔵する棒状燃料貯蔵設備Ⅱ及び関連設備を先行使用する必要がある。

（別紙「７．（１）先行使用する必要性」参照） 

 

○当該施設の独立性 

 棒状燃料貯蔵設備Ⅱは新ウラン棒状燃料の貯蔵管理のみを行うものであり、炉

室（Ｓ）内に設置する原子炉の運転に必要な設備（以下「原子炉本体等」という。）

資料１ 
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とは物理的に分離されており（図１参照）、当該設備を使用することにより原子

炉本体等の工事の方法及び安全機能に影響を与えるものではない。また、関連設

備についても原子炉本体の工事の方法及び安全機能に影響を与えるものではない。

（別紙「７．（２）先行使用する設備の独立性」参照） 

 

(b)当該施設において適用する技術基準の範囲 

先行使用する設備等に対して適用する技術基準の範囲は、表２のとおり。 

 

３．確認結果  

 原子力規制庁は、以下のとおり、設工認申請のあった一部施設を先行使用して差し

支えないと判断する。 

 

(a)当該施設を先行使用する適切性 

原子力規制庁は、工事全体の終了に対する使用前検査のためには、改造後の炉心

の性能検査が必要であり、当該性能検査に先立って使用する新ウラン棒状燃料を受

入れて貯蔵する必要があることから、棒状燃料貯蔵設備Ⅱ及び関連設備を先行して

使用することは、適切であると認める。 
また、棒状燃料貯蔵設備Ⅱは、炉室（Ｓ）内に設置する原子炉本体等と物理的に

分離して設置されること、及び関連設備を含めこれらを使用することにより原子炉

本体等の工事の方法及び安全機能に影響を及ぼすものでないことから、当該施設の

独立性が確保されていると認める。 

 

(b)当該施設について適用する技術基準の範囲 

原子力規制庁は、表２のとおり、棒状燃料貯蔵設備Ⅱにおける新ウラン棒状燃料

受入れ及び貯蔵に当たって安全上必要となる設備が全て抽出されており、これらの

設備が適合すべき技術基準の範囲が網羅されていることを確認した。 

以上のことから、本設工認申請の当該施設において適用する技術基準の範囲が適

切であると認められる。 
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表１：ＳＴＡＣＹの設工認申請に係る分割申請の全体像 
分割申請 申請概要 対象設備及び申請内容 状況 

その１ 新ＳＴＡＣＹで使用しない設備の切り離し、解体 

 原子炉本体（ｴｱｰﾛｯｸ室の解体撤去） 

 原子炉格納施設（炉室(S)第２排気系の主ﾀﾞｸﾄの一部解体撤去） 

 貯蔵設備（溶液燃料系配管の系統閉止措置） 

 廃棄施設（槽ﾍﾞﾝﾄ設備 B、Dの系統閉止措置） 

認可済 

その２ 
新ＳＴＡＣＹで使用（維持管理を含む）する 
炉心関連設備以外の設備の新規制基準適合性確認等 

 貯蔵施設（旧STACY及び TRACYにおいて使用した溶液燃料及び粉末燃料の貯蔵設備の耐震ｸﾗｽ変更） 

 廃棄施設（槽ﾍﾞﾝﾄ設備 B、D、気体廃棄物処理設備、排気筒の耐震ｸﾗｽ変更） 

 放射線管理施設（ｶﾞﾝﾏ線ｴﾘｱﾓﾆﾀ、排気筒ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ設備の耐震ｸﾗｽ変更） 

 原子炉格納施設（炉室（S)、換気空調設備の耐震ｸﾗｽ変更） 

 附属施設（共用換気空調設備、分析設備、燃取補助設備真空設備、圧縮空気設備、ﾎｯﾄ分析機器試験設備、ｱﾙﾌｧ

化学実験設備の耐震ｸﾗｽ変更） 

 原子炉本体（炉室ﾌｰﾄﾞの改造（炉心の型式変更の事前工事）） 

 放射線管理施設（TRACY用の施設の削除） 

 廃棄施設（既設の一時保管廃棄物置場等を保管廃棄施設として追加） 

審査中 

その３ 
炉心の型式変更に係る炉心関連設備の新設、改造 
及び新規制基準適合性確認 

 炉心の安全設計 

 原子炉本体（炉心ﾀﾝｸ、炉内構造物等の新設、既設棒状燃料の耐震ｸﾗｽ変更、炉室(S)の遮蔽機能の再評価） 

 計測制御系統施設（各種計装等の新設又は改造、安全板装置の新設、安全保護回路及び監視操作盤の改造） 

 可動装荷物駆動装置の新設 

審査中 

その４ 
新ＳＴＡＣＹで使用（維持管理を含む）する 
炉心関連設備以外の設備の新規制基準適合性確認 

 貯蔵設備（旧棒状燃料、旧STACY及び TRACYで使用したｳﾗﾝ酸化物燃料等の貯蔵設備の遮蔽の改造） 

 廃棄施設（低、中ﾚﾍﾞﾙ廃液系等の耐震ｸﾗｽ変更、封缶設備の閉じ込め機能の評価） 

 附属施設（ﾌﾟﾛｾｽ冷却設備の耐震ｸﾗｽ変更、既設の避雷設備の追加） 

未申請 

実験棟Ａの耐震改修 
新ＳＴＡＣＹで使用する原子炉建家の新規制基準適合性

確認  附属設備（実験棟Ａ）の耐震改修、外部事象の評価  認可済 

ウラン棒状燃料の製作 

新ＳＴＡＣＹで使用する棒状燃料の製作 
※旧ＳＴＡＣＹの既設棒状燃料と同じ設計であり、炉心

の安全設計はその３の審査で確認 
 原子炉本体（棒状燃料の製作） 認可済 

棒状燃料貯蔵設備Ⅱ 

の製作等 

上記棒状燃料の貯蔵設備の製作（先行使用）、及び 
先行使用のために必要な設備の新規制基準適合性確認 

 貯蔵設備（棒状燃料貯蔵設備Ⅱの製作） 

 放射線管理設備（実験棟Ａ付近γ線ｴﾘｱﾓﾆﾀの耐震ｸﾗｽ変更） 

 附属施設（非常用電源設備の耐震ｸﾗｽ変更、既設の安全避難通路、通信連絡設備及び消火設備の追加） 

審査中 

ＴＲＡＣＹとの 

系統隔離措置 
ＴＲＡＣＹとの切り離し 

 廃棄施設（気体廃棄物処理設備の系統閉止措置） 

 附属施設（真空設備、燃取補助設備の系統閉止措置） 
審査中 

 

実線囲み：今回の申請（先行使用）     点線囲み：炉心の型式変更に係る申請（炉心の型式変更に係る申請のため、認可に当たっては長官による専決処理ではなく原子力規制委員会決定が必要。）
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表２：先行使用する設備及び技術基準の範囲（設工認申請から抜粋し、取りまとめたもの） 

 
  

構築物、系統及び 
 
 

 
技術基準 

 
機器 

核燃料物質の 

取扱い設備 

及び貯蔵設備 

関連設備 

放射線管理施設 附属施設 

棒状燃料貯蔵設備Ⅱ 
（棒状燃料収納容器）、 

架台 

放射線ｴﾘｱﾓﾆﾀ 
（ｶﾞﾝﾏ線ｴﾘｱﾓﾆﾀ） 

非常用電源設備 
（非常用発電機、無停

電電源装置）※１ 

実験棟Ａ※2 
（設置機器の支持機能

を確認する地震動） 

消火設備 
（自動火災報知設備、

消火設備） 

安全避難通路等 
（安全避難通路、避難用

照明、可搬式仮設照明） 

通信連絡設備 
（施設内外通信連絡設備） 

条項 項目 新設 既設 既設 既設 既設※３ 既設※３ 既設※３ 

5 機能の確認等 ● △ △ △ ● ● ● 

5 の 2 試験研究用等原子炉施設の地盤    △    

6 地震による損傷の防止 ● △ △ △ ● ● ● 

6 の 3 外部からの衝撃による損傷の防止 △ △ △ △ △ △ △ 

6 の 4 人の不法な侵入の防止    ●    

7 材料、構造等   △     

13 安全設備     ●   

13 の 3 安全避難通路等      ●  

16 核燃料物質貯蔵設備 ●       

21 計装  ●      

21 の 2 警報装置  △      

21 の 3 通信連絡設備       ● 

27 放射線管理施設  ●      

29 保安電源設備   ●     

 

● ：新規制基準への適合性について今回の設工認申請で確認を要するもの 

△ ：新規制基準への適合性について既に設工認済み、又は新規制基準前に設工認済みでかつ新規制基準において追加要求事項がないため、今回の設工認申請において確認を要しないもの 

※１：非常用発電機を一部の避難用照明に使用      

※２：原子炉本体及び棒状燃料貯蔵設備Ⅱ等を設置する建家      

※３：新規制基準により、新たに規制対象となる既設設備 
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図１：原子炉本体等及び棒状燃料貯蔵設備Ⅱ配置図（設工認申請から抜粋し、加筆し

たもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※原子炉本体等：炉室（Ｓ）内に設置する原子炉の運転に必要な設備 

（原子炉本体、計測制御系統施設等） 

 

 

 

原子炉本体等※及び架台の範囲 

先行使用を行う棒状燃料貯蔵設備Ⅱ（棒状燃料収納容器）及び架台の範囲 

原子炉本体 

棒状燃料収納容器 
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（設工認申請抜粋） 

 

別紙 
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事業許可又は設置許可を受けた核燃料施設等について 

先行して一部の施設を使用する場合の手続き（案） 

 

平成３０年１２月１９日 

原 子 力 規 制 委 員 会  

 

１．工事全体が終了する前に先行して一部の施設を使用する場合の基本的考え

方 

 工事全体の終了に対する使用前検査合格証の交付をもって使用可能と

することが原則であるが、申請者が一部施設を先行使用しようとする場

合には、当該施設に係る設計及び工事の方法の認可（以下「設工認」と

いう。）の申請を受け、原子力規制委員会が(a)当該施設を先行して使用

することの適切性及び(b)当該施設において適用する技術基準の範囲1を

判断することとする。原子力規制庁は、同判断を踏まえ、設工認及び使

用前検査を行うこととする。（具体的な手続きの考え方は２．（２）参照） 

 

２．新規制基準に基づき設置許可（事業許可）を受けた核燃料施設等に対する設

工認及び使用前検査の手続き 

（１）今後の基本的な運用 

使用前検査の合格証の交付をもって施設の使用ができるようになる

ことを明確にするため、工事全体が終了してから使用する場合の設工認

及び使用前検査の運用を原則以下のとおりとする。 

 設工認申請を分割し段階的に工事に着手する場合には、設工認申請

において工事の全体像を示させることとする。 

 使用前検査については、工事全体に対する一括した使用前検査申請

に対して合格証を交付することとする。なお、使用前検査申請は分

割することが可能ではあるため、分割された使用前検査申請に対し

ては、工事全体に対する全ての使用前検査を終了した段階で、それ

ぞれの申請について合格証を交付することとする。 

 

  

                                                   
1 一部の施設を先行して使用する場合に、当該施設のリスク等を考慮した技術基準の範囲 

資料４ 
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（２）一部の施設を先行して使用する場合の運用 

工事全体が終了する前に先行して一部の施設を使用する場合の設工

認及び使用前検査の運用については、上記１．の考え方に基づき、以下

のとおりとする。 

 一部の施設を先行して使用しようとする申請者には、設工認申請に

おいて、当該施設を先行して使用する必要性、当該施設の独立性、

当該施設が適合すべき技術基準の範囲等を示させることとする。な

お、当該施設の設工認申請をさらに分割し段階的に工事に着手する

場合は、２．（１）と同様の手続きとなる。 

 原子力規制庁は、設工認申請を受理した場合には、原子力規制委員

会に、(a)当該施設を先行して使用することの適切性について諮り、

(b)当該施設の審査において適用する技術基準の範囲について決定

を求めることとする。（適用すべき技術基準について、申請者の申請

と異なる範囲が決定された場合は、適宜申請者に申請の補正を求め

ることとなる。） 

 原子力規制委員会が、当該施設を先行して使用することについてリ

スク等を考慮して適切と判断した場合には、原子力規制庁は、原子

力規制委員会が決定した範囲の技術基準を適用して、その適合性を

設工認の審査において確認し、当該範囲の技術基準への適合性に係

る使用前検査を行い、同検査を終了した段階で合格証を交付するこ

ととする。 

以上 
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参考 

新規制基準に基づき設置許可（事業許可）を受けた核燃料施設等に 

対する設工認及び使用前検査に関する法令上の規定とこれまでの運用 

  

（１）法令上の規定 

 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則（以下

「試験炉規則」という。）及び核燃料物質の加工の事業に関する規則

（以下「加工事業規則」という。）とも、設工認の申請に関し、全部

につき一回で認可を申請することができないときは、その理由を付

し、分割して認可を申請することができるとしている。 

 これらの規則では、変更申請における分割について規定されていな

いが、運用として変更申請についても分割申請を認めている。なお、

核燃料施設等の規則には、実用発電用原子炉の設置、運転に関する

規則第 17 条（一部使用承認等）の規定と同様の規定はない。 

 

（２）これまでの運用 

新規制基準適合性に係る設工認及び使用前検査の手続きを行っている

核燃料施設等としては、試験炉及び加工施設があり、申請者の選択により、

分割申請された設工認に対して「申請者が申請範囲を設定し分割した使用

前検査申請」と「分割申請された設工認を一括して使用前検査申請」がな

されているものがあり、前者の場合には、それぞれの合格証により使用可

能となる施設について明確にされていなかった。これまでの適用例は以下

のとおりである。 

なお、施設の使用に向けた工事の一環とした利用や試験利用については、

設工認申請の「工事の方法」に記載することで当該記載の範囲で利用でき

ることとしている(平成 30 年 4 月 25 日原子力規制委員会で原子力規制庁

より報告)。 
１）試験炉 

・ 設工認については、分割申請を認めており、各申請に対して認可を行

った。 

・ 運転準備のための試験等の使用については、以下のとおり。 

①近大炉（平成 28 年 5 月設置許可） 

・ 使用前検査については、一括した一つの申請であり、使用前検査の確

認は分割した設工認申請毎に実施していたが、一つの合格証を交付

し、合格証交付前にも試験使用を認めていた。 

②KUCA 及び KUR（平成 28 年 5 月及び平成 28 年 9 月設置許可） 
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・ KUCA の使用前検査については、分割した設工認申請毎に申請があり、

その都度、合格証を交付し、試験使用を認めていた。 

・ KUR の使用前検査については、分割した設工認申請を踏まえて試験工

程毎に申請があり、その都度、合格証を交付し、試験使用を認めてい

た。 

③NSRR（平成 30 年 1 月設置許可） 

・ 設工認を５分割で申請・認可し、工事が不要であった設工認及び耐震

補強に係る設工認を除く、実験孔共振防止評価等、外部火災・竜巻対

策評価等、安全保護系ケーブルの物理的分離の３つの分割した設工

認申請に対して個別に使用前検査合格証を交付し、試験使用を認め

ていた。 

・ 本来５分割の最後の設工認に対応する使用前検査に合格する前に運

転することはできないが、平成 28 年 12 月に部分改正した「核燃料

施設等における新規制基準の適用の考え方」（平成 25 年 11 月 6 日原

子力規制委員会了承）に基づきＳクラス施設を有しない低出力炉に

対する経過措置が適用される案件として、耐震 C クラス施設の耐震

工事以外に必要な設工認及び使用前検査合格を受けていれば経過措

置を適用して使用（試験炉としての使用）を認めることを、平成 30

年 4 月 25 日の原子力規制委員会において確認した。 

 

２）加工施設 

原子燃料工業東海事業所（平成 29 年 12 月事業許可） 

・ 設工認については、分割申請を認めており、各申請に対して認可を行

っている。第１回目の申請（地下貯蔵施設の施設等）は、地下貯蔵施

設を内包する建物の使用前検査の合格等が同施設の使用開始に必要

な旨記載している。 

・ 同施設の使用前検査申請がなされ、検査中であるが、分割した設工認

申請により使用前検査申請を変更するとしているため、同施設を内

包する建物等関係する設備等の新規制基準対応工事に対して全ての

検査が行われた後に、一括した使用前検査の合格証を交付する予定

である。 

・ 同施設の工事に伴う新燃料の同工場内での移動等については、試験

使用の承認等の手続きがないため、設工認申請の「工事の方法」に記

載することで当該記載の範囲で使用している。 
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